
特定生産緑地の指定手続き
に関する説明会

資料

流山市 まちづくり推進部 都市計画課



本日の予定

１．申請手続きの流れ

２．提出書類一覧

3.書類の書き方等

４．書類のまとめ方

５．土地登記事項証明書・公図の写しの取得先

６．申請にあたっての注意事項
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令和７年 令和８年 令和９年

★：都市計画課から農業委員会へ特定生産緑地について意見聴取します。

※1：第１期本申請を済ませた方には通知しません。

※2：肥培管理が認められない農地は、特定生産緑地への指定はできません。
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１．申請手続きの流れ
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① 申請書類の確認

② 肥培管理状況の確認

③ 本申請の日程を予約

注)特定生産緑地として
認められない農地は、
本申請には進めません。
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提出枚数 取得先

① 特定生産緑地指定申請書 同一名義ごと※3

印字無し版は
市ＨＰからダウンロード可② 特定生産緑地指定同意書

利害関係人ごと
(税務署の同意は不要)

③ 営農概要書 同一名義ごと※3

④
土地登記事項証明書※4

（全部事項証明書）
筆ごと

千葉地方法務局 松戸支局

⑤ 公図の写し※4 申請書ごと※5

⑥ 印鑑登録証明書※4 申請書・同意書ごと
(１通は原本、他は写し可)

流山市役所 市民課
または各出張所

⑦
仮換地指定通知書又は
仮換地証明書の写し 生産緑地が運動公園周辺地区の

土地区画整理区域内にある場合
⑧ 仮換地先のわかる図面

⑨ 肥培管理に関する確約書
生産緑地が運動公園周辺地区の

土地区画整理区域にあり使用できない場合
市ＨＰからダウンロード可

⑩
その他
(委任状・遺産分割協議書
の写し・測量図等)

必要に応じて －

4

２．提出書類一覧

※3 12ページを参照
※4 発行より３カ月以内のもの（事前相談時点において）
※5 すべての筆が１枚の公図に収まらない場合は、複数枚にわけて提出してください。
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２．提出書類一覧

・土地にかかる利害関係人とは

共有者のほか、土地に関する権利を有する全ての方を指し、抵当権や借地権、小作権等
権利の設定がされている場合は、全ての方が同意を得る対象となります。

・権利部（甲区）は「所有権」を持つ
利害関係人です。

・権利部（乙区）は「所有権以外の権
利」を持つ利害関係人です。

・相続税の納税猶予を受けている方は、
抵当権者｛大蔵省または財務省（取扱
庁：税務署）｝の記載があります。

※納税猶予の抵当権者（税務署等）については、
市で一括して同意を得ますので、
土地権利者自身で同意を取得する必要はありません。



① 指定申請書記載例

・申請者（共有名義の場合は代表者）
の氏名をご記入ください。

・実印（印鑑登録証明書と同じ）を押印
ください。

・所有者との関係をご記入ください。

例：相続予定人が申請：妻（被相続人）

※代筆の場合、委任状添付

（提出済みの場合は不要）

・申請する地積をご記入ください。

・申請しない筆は、「ー」で消してください。

６

３．書類の書き方等

・提出日は空欄でお願いします。
注)本申請の際に記入いただきます。

捨印を押印ください。



② 指定同意書記載例

７

３.書類の書き方等

注)申請者ご本人は
同意書の提出は不要です！

・実印（印鑑登録証明書と同じ）を押印
ください。

・権利の種類（所有権、地上権、賃借権、
登記されている永小作権、先取特権、
質権、抵当権等）をご記入ください。

・提出日は空欄でお願いします。
注)本申請の際に記入いただきます。

捨印を押印ください。



③ 営農概要書記載例
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３.書類の書き方等

・申請地の主な作物について該当するものに“〇”をつけてください。

・農業用施設は、ビニールハウス、温室、農機具小屋、貯蔵庫、休憩所等があれば

具体的な施設名とその面積を記入してください。

・農業従事者は、申請時点において主に従事している人全員を記入してください
８



・表題部（土地の表示）は土地の所在・
地番・地目・地積が記載されています。

・指定同意書の【農地等利害関係人の
同意】が必要な人物になります。

・権利部（甲区）は「所有権」を持つ利
害関係人です。

・指定同意書の【農地等利害関係人の
同意】が必要な人物になります。

・権利部（乙区）は「所有権以外の権
利」を持つ利害関係人です。

・相続税の納税猶予を受けている方は、
抵当権者｛大蔵省または財務省（取扱
庁：税務署）｝の記載があります。

④ 土地登記事項証明書の見方３.書類の書き方等

・発行日が記載されています。
（事前相談日の３カ月前以内のものを
ご用意ください。）

９



123

124-1

125

124-2

⑤ 公図記載例

申請区域を赤線で囲んでください。
例）申請対象地が123，124-1，124-2，
125の場合

１０

３.書類の書き方等



⑦仮換地先のわかる図面記載例

申請区域を赤線で囲んでください。
例）申請対象地が運動公園１９街区１２
画地の場合 １１

３.書類の書き方等
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４．書類のまとめ方

同一名義ごと について
以降のページで、例をあげて説明します。



１３

４．書類のまとめ方

・同一名義ごと・・・所有者が同じである生産緑地の筆のまとまり

平和台99-1平和台70-1 平和台85-1

平和台99-2

平和台70-1

同一名義 同一名義 同一名義

Ｂ氏

Ａ氏 Ａ氏・
Ｂ氏

Ｂ氏

ABどちらかが ①申請書 ③営農概要書
④土地登記事項証明書 ⑤公図写し

もう一方が ②同意書を用意

Ａ氏

平和台85-1平和台99-1

Ａ氏 Ｂ氏 Ｂ氏

平和台99-2

Ａ氏 Ｂ氏

申請書 申請書 申請書

この場合・・・

平和台70-2

Ａ氏

平和台70-2



１４

： A氏が単独で所有している2筆をすべて特定生産緑地へ指定する場合例1

４．書類のまとめ方 ～例１：単独で所有している場合～

平和台70-1

平和台70-２

所有権 ： Ａ氏

所有権以
外の権利

： なし

所有権 ： Ａ氏

所有権以
外の権利

： なし



書類 記入者 計

① 特定生産緑地指定申請書 Ａ氏 １通

② 特定生産緑地指定同意書 - -

③ 営農概要書 Ａ氏 １通

④
土地登記事項証明書
（全部事項証明書）

- ２通（２筆分）

⑤ 公図の写し - １通※5（２筆分）

⑥ 印鑑登録証明書 - １通

⑦
仮換地指定通知書又は
仮換地証明書の写し

-

必要あれば⑧ 仮換地先のわかる図面

⑨ 肥培管理に関する確約書

⑩ その他（委任状等） -

１５

申請者 ： Ａ氏A氏が単独で所有している2筆を
すべて特定生産緑地へ指定する場合

：例1

※5：すべての筆が１枚の公図に収まらない場合は、複数枚に分けて提出してください。



１6

： A氏・B氏が共同で所有している2筆をすべて特定生産緑地へ指定する
場合

例２

４．書類のまとめ方 ～例２：共同所有者がいる場合～

平和台99-1

平和台99-２

所有権 ： Ａ氏、Ｂ氏

所有権以外の
権利

： なし

所有権 ： Ａ氏、Ｂ氏

所有権以外の
権利

： なし



書類 記入者 計

① 特定生産緑地指定申請書 Ａ氏 １通

② 特定生産緑地指定同意書 Ｂ氏 １通

③ 営農概要書 Ａ氏 １通

④
土地登記事項証明書
（全部事項証明書）

- ２通（２筆分）

⑤ 公図の写し - １通※5（２筆分）

⑥ 印鑑登録証明書 - ２通（Ａ氏・Ｂ氏分）

⑦
仮換地指定通知書又は
仮換地証明書の写し

-

必要あれば⑧ 仮換地先のわかる図面

⑨ 肥培管理に関する確約書

⑩ その他（委任状等） -

A氏・B氏が共同で所有している2筆をすべて
特定生産緑地へ指定する場合
：例2

１７

申請者 ： Ａ氏

※5：すべての筆が１枚の公図に収まらない場合は、複数枚に分けて提出してください。



１８

：B氏が単独で所有している１筆を特定生産緑地へ指定する場合例３

４．書類のまとめ方 ～例３：単独で所有している場合（例１と同様）～

平和台85-1

所有権 ： Ｂ氏

所有権以
外の権利

： なし



書類 記入者 計

① 特定生産緑地指定申請書 Ｂ氏 １通

② 特定生産緑地指定同意書 - -

③ 営農概要書 Ｂ氏 １通

④
土地登記事項証明書
（全部事項証明書）

- １通（１筆分）

⑤ 公図の写し - １通※5（１筆分）

⑥ 印鑑登録証明書 - １通

⑦
仮換地指定通知書又は
仮換地証明書の写し

-

必要あれば⑧ 仮換地先のわかる図面

⑨ 肥培管理に関する確約書

⑩ その他（委任状等） -

B氏が単独で所有している１筆を特定生産緑
地へ指定する場合
：例３

１９

申請者 ： B氏

※5：すべての筆が１枚の公図に収まらない場合は、複数枚に分けて提出してください。



２０

平和台50-1

平和台50-２

C氏・D氏が共同で所有している2筆をすべて特定生産緑地へ
指定する場合（抵当権者あり）

：例４

所有権 ： Ｃ氏、Ｄ氏

所有権以外の権利 ： なし

所有権 ： Ｃ氏

所有権以外の権利 ：
Ｅ氏（銀行）
(抵当権)

４．書類のまとめ方 ～例４：抵当権者がいる場合～



書類 記入者 計

① 特定生産緑地指定申請書 C氏 １通

② 特定生産緑地指定同意書 Ｄ氏・Ｅ銀行 ２通

③ 営農概要書 C氏 １通

④
土地登記事項証明書
（全部事項証明書） - ２通（２筆分）

⑤ 公図の写し - １通※5（２筆分）

⑥ 印鑑登録証明書 -
３通

（C氏・Ｄ氏・Ｅ銀行分）

⑦
仮換地指定通知書又は
仮換地証明書の写し

-

必要あれば⑧ 仮換地先のわかる図面

⑨ 肥培管理に関する確約書

⑩ その他（委任状等） -

C氏・D氏が共同で所有している2筆をすべて
特定生産緑地へ指定する場合（抵当権者あり）

：例４

２１

申請者 ： C氏

※5：すべての筆が１枚の公図に収まらない場合は、複数枚に分けて提出してください。



２２

４．書類のまとめ方 ～例５：筆の一部を指定する場合～

例1

生産緑地≠特定生産緑地

分筆が必要

例2

生産緑地＝特定生産緑地

分筆は不要

特 生生

特生

生 ：生産緑地地区 特 ：特定生産緑地地区 ：宅地等



２３

平和台9７-1

特定生産緑地へ
指定を希望する生産緑地：２筆のうち一部（１筆と１筆の一部）

を特定生産緑地へ指定する場合

“生産緑地≠特定生産緑地”

：例５-１

所有権 ： Ａ氏

所有権以外
の権利

： なし

平和台9７-２の一部

所有権 ： Ａ氏

所有権以外
の権利

： なし

分筆が必要

特定生産緑地へ
指定を希望しない生産緑地：

４．書類のまとめ方 ～例５-1：筆の一部を指定する場合～

生産緑地の区域：



“生産緑地≠特定生産緑地”：例5-１

書類 記入者 備考

① 特定生産緑地指定申請書 Ａ氏 １通

② 特定生産緑地指定同意書 - -

③ 営農概要書 Ａ氏 １通

④
土地登記事項証明書
（全部事項証明書）

- ２通（２筆分）
(指定する筆のみ)

⑤ 公図の写し - １通（２筆分）
(指定する筆のみ)

⑥ 印鑑登録証明書 - １通

⑦
仮換地指定通知書又は
仮換地証明書の写し

-

必要あれば⑧ 仮換地先のわかる図面 -

⑨ 肥培管理に関する確約書 -

⑩ その他（測量図） - １通
※6

⑩ その他（委任状等） - 必要あれば

原則
分筆後
のもの

※5

２４
※5：すべての筆が１枚の公図に収まらない場合は、複数枚に分けて提出してください。
※6：分筆登記が間に合わない場合は測量図を提出してください。

申請者 ： Ａ氏



宅地等：

特定生産緑地へ
指定を希望する生産緑地：１筆と１筆の一部

を特定生産緑地へ指定する場合

”生産緑地＝特定生産緑地”

２5

平和台9６-1

：例5-２

所有権 ： Ａ氏

所有権以外
の権利

： なし

平和台9６-２の一部

所有権 ： Ａ氏

所有権以外
の権利

： なし

４．書類のまとめ方 ～例5-2：筆の一部を指定する場合～

生産緑地の区域：



：例5-２

書類 提出数 備考

① 特定生産緑地指定申請書 Ａ氏 １通

② 特定生産緑地指定同意書 - -

③ 営農概要書 Ａ氏 １通

④
土地登記事項証明書
（全部事項証明書）

- ２通（２筆分）
(指定する筆のみ)

⑤ 公図の写し - １通
※5
（２筆分）

(指定する筆のみ)

⑥ 印鑑登録証明書 - １通

⑦
仮換地指定通知書又は
仮換地証明書の写し

- 必要あれば

⑧ 仮換地先のわかる図面

⑨ 肥培管理に関する確約書

⑩ その他（委任状等） - -

２6

申請者 ： Ａ氏“生産緑地＝特定生産緑地”

注） 今回新たに測量図の提出は必要ありません。

※5：すべての筆が１枚の公図に収まらない場合は、複数枚にわけて提出してください。



■ 取得先

千葉地方法務局 松戸支局

■ 所在地

松戸市岩瀬473-18
（松戸法務総合庁舎 2階）

■ 電話

047-363-6278

■ 受付時間

平日の午前８：30から午後5：15まで

5.土地登記事項証明書・公図の写しの取得先

2７



特定生産緑地に指定できない農地について

① 農地等の適正管理が出来ていない

例：コンクリートやアスファルトで舗装している、生産緑地内に建ててはならない
建物が建てられている、生産緑地内に建てられるが許可を得ていない建物
が建てられている等

② 生産緑地等農地の肥培管理がなされていない

例：耕作放棄により荒地になっている、収穫している実態がない等

①、②に該当する生産緑地については、原則、事前相談の際に、是正をお
願いすることになります。

６．申請にあたっての注意事項

2８




